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規

則 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
実
施
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

目
次
中
「
第
六
十
条
」
を
「
第
六
十
条
の
三
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
章
第
一
節
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

（
本
人
の
申
出
に
よ
る
入
場
禁
止
） 

第
六
十
条
の
二 

競
輪
場
等
へ
の
自
己
の
入
場
禁
止
の
措
置
を
希
望
す
る
者
が
、
知
事
が
別
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
措
置
を
申
し
出
た
場
合
に
は
、
知
事
は
、
そ
の
者
の
競
輪
場
等
へ
の

入
場
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
つ
た
者
が
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
入
場
禁
止

の
措
置
の
解
除
を
申
し
出
た
場
合
に
は
、
知
事
は
、
そ
の
者
の
競
輪
場
等
へ
の
入
場
禁
止
の
措

置
を
解
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
家
族
の
申
出
に
よ
る
入
場
禁
止
） 

第
六
十
条
の
三 

車
券
の
購
入
に
の
め
り
込
む
こ
と
に
よ
り
本
人
及
び
そ
の
家
族
の
日
常
生
活
又

は
社
会
生
活
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
状
態
（
以
下
「
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
」
と
い
う
。
）
の
者
又

は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
者
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
家
族
（
そ
の
者
と
同
居
す
る
親

族
（
成
年
に
達
し
た
者
に
限
る
。
）
及
び
知
事
が
特
に
認
め
た
者
を
い
う
。
）
が
、
知
事
が
別

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
者
の
競
輪
場
等
へ
の
入
場
禁
止
の
措
置
を
申
し
出
た
場
合
に
は
、

知
事
は
、
そ
の
者
の
競
輪
場
等
へ
の
入
場
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
競
輪
場
等
へ
の
入
場
を
禁
止
さ
れ
た
者
が
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
入
場
禁
止
の
措
置
の
解
除
を
申
し
出
た
場
合
に
は
、
知
事
は
、
そ
の
者
の
ギ
ャ
ン
ブ

ル
依
存
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
解
消
さ
れ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
競
輪
場
等
へ
の
入
場

禁
止
の
措
置
を
解
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
六
十
一
条
第
一
項
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。 

十
一 

第
六
十
条
の
二
第
一
項
又
は
第
六
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
競
輪
場
等
へ
の
入

場
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
者 

十
二 

法
第
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
競
輪
施
行
者
（
埼
玉
県
を
除
く
。
）
が
本
人
又
は
そ
の

家
族
の
申
出
に
基
づ
き
競
輪
場
等
へ
の
入
場
を
禁
止
し
て
い
る
者
（
当
該
申
出
を
し
た
者
が

県
の
競
輪
場
等
へ
の
入
場
禁
止
の
措
置
を
希
望
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
） 



十
三 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
電
話
投
票
実
施
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十
一

号
）
第
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
話
投
票
を
停
止

さ
れ
て
い
る
者 

十
四 
埼
玉
県
自
転
車
競
走
電
子
決
済
投
票
実
施
規
則
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十

五
号
）
第
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
決
済
投
票
を
停

止
さ
れ
て
い
る
者 

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
電
話
投
票
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
電
話
投
票
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
電
話
投
票
実
施
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

目
次
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
一
条
の
五
」
に
改
め
る
。 

 

第
一
条
中
「
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十
五
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
電
子
決
済
投

票
規
則
」
と
い
う
。
」
を
加
え
る
。 

 

第
四
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

二 

電
子
決
済
投
票
規
則
第
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電

子
決
済
投
票
を
停
止
さ
れ
て
い
る
者 

 

第
十
一
条
第
一
項
第
七
号
中
「
一
年
間
」
の
下
に
「
（
次
条
第
一
項
、
第
十
一
条
の
三
第
一

項
、
第
十
一
条
の
四
第
一
項
又
は
第
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
話
投
票
を
停
止
さ

れ
て
い
る
期
間
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
章
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。 

 

（
本
人
の
申
出
に
よ
る
電
話
投
票
の
停
止
） 

第
十
一
条
の
二 

自
己
の
電
話
投
票
の
停
止
の
措
置
を
希
望
す
る
加
入
者
が
、
知
事
が
別
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
措
置
を
申
し
出
た
場
合
に
は
、
知
事
は
、
当
該
加
入
者
の
電
話
投

票
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
つ
た
加
入
者
が
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
電

話
投
票
の
停
止
の
措
置
の
解
除
を
申
し
出
た
場
合
に
は
、
知
事
は
、
当
該
加
入
者
の
電
話
投

票
の
停
止
の
措
置
を
解
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
家
族
の
申
出
に
よ
る
電
話
投
票
の
停
止
） 

第
十
一
条
の
三 

車
券
の
購
入
に
の
め
り
込
む
こ
と
に
よ
り
本
人
及
び
そ
の
家
族
の
日
常
生
活

又
は
社
会
生
活
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
状
態
（
以
下
「
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
」
と
い
う
。
）
の

加
入
者
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
加
入
者
に
つ
い
て
、
当
該
加
入
者
の
家
族
（
当

該
加
入
者
と
同
居
す
る
親
族
（
成
年
に
達
し
た
者
に
限
る
。
）
及
び
知
事
が
特
に
認
め
た
者

を
い
う
。
）
が
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
加
入
者
の
電
話
投
票
の
停
止
の

措
置
を
申
し
出
た
場
合
に
は
、
知
事
は
、
当
該
加
入
者
の
電
話
投
票
を
停
止
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 



２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
電
話
投
票
の
停
止
の
措
置
を
受
け
た
加
入
者
が
、
知
事
が
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
措
置
の
解
除
を
申
し
出
た
場
合
に
は
、
知
事
は
、
当
該
加
入
者
の
ギ

ャ
ン
ブ
ル
依
存
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
解
消
さ
れ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
加
入
者
の
電
話

投
票
の
停
止
の
措
置
を
解
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
他
の
措
置
を
受
け
た
加
入
者
に
対
す
る
措
置
） 

第
十
一
条
の
四 
知
事
は
、
電
子
決
済
投
票
規
則
第
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
六
条
の
三
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
電
子
決
済
投
票
を
停
止
し
た
者
が
加
入
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
加
入

者
の
電
話
投
票
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

知
事
は
、
電
子
決
済
投
票
規
則
第
六
条
の
二
第
二
項
又
は
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
前
項
に
規
定
す
る
加
入
者
の
電
子
決
済
投
票
の
停
止
の
措
置
を
解
除
し
た
と
き
は
、
前

項
の
規
定
に
よ
る
電
話
投
票
の
停
止
の
措
置
を
解
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
一
条
の
五 

知
事
は
、
法
第
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
競
輪
施
行
者
（
埼
玉
県
を
除
く
。
）

が
本
人
又
は
そ
の
家
族
の
申
出
に
基
づ
き
電
話
投
票
を
停
止
し
て
い
る
者
が
加
入
者
で
あ
る

場
合
に
は
、
当
該
加
入
者
の
電
話
投
票
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
申
出

を
し
た
者
が
県
が
実
施
す
る
自
転
車
競
走
に
係
る
電
話
投
票
の
停
止
を
希
望
し
て
い
る
場
合

に
限
る
。 

２ 

知
事
は
、
競
輪
施
行
者
が
前
項
に
規
定
す
る
加
入
者
の
電
話
投
票
の
停
止
の
措
置
を
解
除

し
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
電
話
投
票
の
停
止
の
措
置
を
解
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
条 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
電
話
投
票
実
施
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
八
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
実
施
規
則
」

と
い
う
。
」
加
え
る
。 

第
四
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 

実
施
規
則
第
六
十
条
の
二
第
一
項
又
は
第
六
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
場
を

禁
止
さ
れ
て
い
る
者 

第
十
一
条
の
四
第
一
項
中
「
知
事
は
、
」
の
下
に
「
実
施
規
則
第
六
十
条
の
二
第
一
項
又
は

第
六
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
競
輪
場
等
へ
の
入
場
を
禁
止
し
た
者
及
び
」
を
加
え
、

同
条
第
二
項
中
「
知
事
は
、
」
の
下
に
「
実
施
規
則
第
六
十
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
六
十

条
の
三
第
二
項
又
は
」
を
加
え
、
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
加
入
者
の
」
の
下

に
「
競
輪
場
等
へ
の
入
場
禁
止
の
措
置
又
は
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
改
正
規
定
は
、

同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
電
子
決
済
投
票
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
電
子
決
済
投
票
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
電
子
決
済
投
票
実
施
規
則
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
中
「
契
約
（
」
の
下
に
「
第
五
条
及
び
」
を
加
え
る
。 

第
五
条
中
「
利
用
者
と
な
る
」
を
「
電
子
決
済
投
票
契
約
を
締
結
す
る
」
に
改
め
、
第
五
号

を
第
六
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。 

二 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
電
話
投
票
実
施
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十
一

号
。
以
下
「
電
話
投
票
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
十
一
条
の
三

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
話
投
票
を
停
止
さ
れ
て
い
る
者 

第
六
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。 

（
本
人
の
申
出
に
よ
る
電
子
決
済
投
票
の
停
止
） 

第
六
条
の
二 

自
己
の
電
子
決
済
投
票
の
停
止
の
措
置
を
希
望
す
る
利
用
者
が
、
知
事
が
別
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
措
置
を
申
し
出
た
場
合
に
は
、
知
事
は
、
当
該
利
用
者
の
電
子

決
済
投
票
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
っ
た
利
用
者
が
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
電

子
決
済
投
票
の
停
止
の
措
置
の
解
除
を
申
し
出
た
場
合
に
は
、
知
事
は
、
当
該
利
用
者
の
電

子
決
済
投
票
の
停
止
の
措
置
を
解
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
家
族
の
申
出
に
よ
る
電
子
決
済
投
票
の
停
止
） 

第
六
条
の
三 

車
券
の
購
入
に
の
め
り
込
む
こ
と
に
よ
り
本
人
及
び
そ
の
家
族
の
日
常
生
活
又

は
社
会
生
活
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
状
態
（
以
下
「
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
」
と
い
う
。
）
の
利

用
者
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
利
用
者
に
つ
い
て
、
当
該
利
用
者
の
家
族
（
当

該
利
用
者
と
同
居
す
る
親
族
（
成
年
に
達
し
た
者
に
限
る
。
）
及
び
知
事
が
特
に
認
め
た
者

を
い
う
。
）
が
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
利
用
者
の
電
子
決
済
投
票
の
停

止
の
措
置
を
申
し
出
た
場
合
に
は
、
知
事
は
、
当
該
利
用
者
の
電
子
決
済
投
票
を
停
止
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
決
済
投
票
の
停
止
の
措
置
を
受
け
た
利
用
者
が
、
知
事
が
別
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
措
置
の
解
除
を
申
し
出
た
場
合
に
は
、
知
事
は
、
当
該
利
用
者

の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
解
消
さ
れ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
利
用
者
の



電
子
決
済
投
票
の
停
止
の
措
置
を
解
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
他
の
措
置
を
受
け
た
利
用
者
に
対
す
る
措
置
） 

第
六
条
の
四 

知
事
は
、
電
話
投
票
規
則
第
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
十
一
条
の
三
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
電
話
投
票
を
停
止
し
た
者
が
利
用
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
利
用
者
の
電

子
決
済
投
票
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

知
事
は
、
電
話
投
票
規
則
第
十
一
条
の
二
第
二
項
又
は
第
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
前
項
に
規
定
す
る
利
用
者
の
電
話
投
票
の
停
止
の
措
置
を
解
除
し
た
と
き
は
、
前
項
の

規
定
に
よ
る
電
子
決
済
投
票
の
停
止
の
措
置
を
解
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
六
条
の
五 

知
事
は
、
法
第
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
競
輪
施
行
者
（
埼
玉
県
を
除
く
。
）

が
本
人
又
は
そ
の
家
族
の
申
出
に
基
づ
き
電
子
決
済
投
票
を
停
止
し
て
い
る
者
が
利
用
者
で

あ
る
場
合
に
は
、
当
該
利
用
者
の
電
子
決
済
投
票
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

当
該
申
出
を
し
た
者
が
県
が
実
施
す
る
自
転
車
競
走
に
係
る
電
子
決
済
投
票
の
停
止
を
希
望

し
て
い
る
場
合
に
限
る
。 

２ 

知
事
は
、
競
輪
施
行
者
が
前
項
に
規
定
す
る
利
用
者
の
電
子
決
済
投
票
の
停
止
の
措
置
を

解
除
し
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
電
子
決
済
投
票
の
停
止
の
措
置
を
解
除
す
る
も
の

と
す
る
。 

第
二
条 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
電
子
決
済
投
票
実
施
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る 

第
五
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 

実
施
規
則
第
六
十
条
の
二
第
一
項
又
は
第
六
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
場
を

禁
止
さ
れ
て
い
る
者 

第
六
条
の
四
第
一
項
中
「
知
事
は
、
」
の
下
に
「
実
施
規
則
第
六
十
条
の
二
第
一
項
又
は
第

六
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
競
輪
場
等
へ
の
入
場
を
禁
止
し
た
者
及
び
」
を
加
え
、
同

条
第
二
項
中
「
知
事
は
、
」
の
下
に
「
実
施
規
則
第
六
十
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
六
十
条

の
三
第
二
項
又
は
」
を
加
え
、
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
利
用
者
の
」
の
下
に

「
競
輪
場
等
へ
の
入
場
禁
止
の
措
置
又
は
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
改
正
規
定
は
、

同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
在
席
投
票
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
七
号 

 
 

 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
在
席
投
票
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
在
席
投
票
実
施
規
則
（
平
成
十
六
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
中
「
第
五
条
第
五
号
」
を
「
第
五
条
第
七
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
五
条
中
第
五
号
を
第
七
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 
 

二 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
電
話
投
票
実
施
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十
一
号
）

第
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
話
投
票
を
停
止
さ

れ
て
い
る
者 

 
 

三 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
電
子
決
済
投
票
実
施
規
則
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十

五
号
）
第
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
決
済
投
票
を

停
止
さ
れ
て
い
る
者 

第
二
条 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
在
席
投
票
実
施
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
条
中
「
第
五
条
第
七
号
」
を
「
第
五
条
第
八
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
五
条
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

二 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
実
施
規
則
第
六
十
条
の
二
第
一
項
又
は
第
六
十
条
の
三
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
入
場
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
者 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
改
正
規
定
は
、

同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
の
表
教
育
総
務
部
の
項
中
「
、
魅
力
あ
る
高
校
づ
く
り
課
」
を
削
り
、
同
表
県
立
学
校

部
の
項
中
「
高
校
教
育
指
導
課
」
の
下
に
「
、
魅
力
あ
る
高
校
づ
く
り
課
」
を
加
え
、
同
表
市
町

村
支
援
部
の
項
中
「
家
庭
地
域
連
携
課
、
生
涯
学
習
文
化
財
課
」
を
「
生
涯
学
習
推
進
課
、
文
化

資
源
課
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
の
三
を
削
る
。 

 

第
八
条
第
十
二
号
中
「
生
徒
指
導
課
」
を
「
魅
力
あ
る
高
校
づ
く
り
課
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
の
三
第
四
号
中
「
県
立
学
校
部
副
部
長
（
」
の
下
に
「
生
徒
指
導
課
、
」
を
加
え
、
同

条
を
第
九
条
の
四
と
し
、
第
九
条
の
二
を
第
九
条
の
三
と
し
、
第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

る
。 

第
九
条
の
二 

魅
力
あ
る
高
校
づ
く
り
課
に
お
い
て
は
、
県
立
高
等
学
校
の
活
性
化
及
び
特
色
あ

る
学
校
づ
く
り
に
係
る
施
策
の
総
合
的
企
画
、
調
整
及
び
推
進
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
。 

 

第
十
二
条
第
十
三
号
中
「
及
び
義
務
教
育
指
導
課
」
を
「
、
義
務
教
育
指
導
課
及
び
人
権
教
育

課
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
三
条
第
一
号
中
「
県
立
及
び
市
町
村
立
の
」
を
「
県
立
中
学
校
並
び
に
市
町
村
立
の
幼
稚

園
及
び
」
に
、
「
義
務
教
育
諸
学
校
」
」
を
「
義
務
教
育
諸
学
校
等
」
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
、

第
三
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
中
「
義
務
教
育
諸
学
校
」
を
「
義
務
教
育
諸
学
校
等
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
三
条
の
二
を
削
る
。 

 

第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
十
四
条 

生
涯
学
習
推
進
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
（
保
健
体
育
課
、
特
別
支
援
教
育
課
、

文
化
資
源
課
及
び
人
権
教
育
課
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
所
掌
す
る
。 

 

一 

生
涯
学
習
の
振
興
に
係
る
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

学
校
、
家
庭
及
び
地
域
が
連
携
し
た
教
育
の
推
進
に
係
る
施
策
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す

る
こ
と
。 

 

三 

学
校
、
家
庭
及
び
地
域
が
連
携
し
た
教
育
の
推
進
に
つ
い
て
の
指
導
及
び
助
言
に
関
す
る

こ
と
。 

 

四 

学
校
、
家
庭
及
び
地
域
が
連
携
し
た
教
育
の
推
進
に
係
る
研
修
等
に
関
す
る
こ
と
。 



 

五 

社
会
教
育
を
行
う
も
の
に
対
す
る
指
導
及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と
。 

 

六 

社
会
教
育
の
た
め
の
学
級
、
講
座
等
に
関
す
る
こ
と
。 

 
七 

社
会
通
信
教
育
に
関
す
る
こ
と
。 

 

八 
社
会
教
育
と
し
て
の
視
聴
覚
教
育
に
関
す
る
こ
と
。 

 

九 

公
民
館
、
図
書
館
、
青
年
の
家
そ
の
他
の
社
会
教
育
施
設
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十 

社
会
教
育
主
事
の
資
格
認
定
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
一 

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
普
及
奨
励
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
二 

社
会
教
育
団
体
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
三 

埼
玉
県
生
涯
学
習
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
四 

埼
玉
県
社
会
教
育
委
員
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
五 

県
立
図
書
館
及
び
県
立
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
（
県
立
長

げ
ん
き
プ
ラ
ザ
、
県
立
小
川
げ
ん

き
プ
ラ
ザ
、
県
立
神
川
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
及
び
県
立
名
栗
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
を
除
く
。
）
と
の
連

絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
六 

県
立
長

げ
ん
き
プ
ラ
ザ
、
県
立
小
川
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
、
県
立
神
川
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
及

び
県
立
名
栗
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
七 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
生
涯
学
習
の
振
興
、
社
会
教
育
並
び
に
学
校
、
家
庭

及
び
地
域
の
連
携
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
八 

市
町
村
支
援
部
副
部
長
（
生
涯
学
習
推
進
課
及
び
文
化
資
源
課
を
所
管
す
る
副
部
長
に

限
る
。
）
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。 

第
十
五
条 

文
化
資
源
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
所
掌
す
る
。 

 

一 

文
化
活
動
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

埼
玉
県
芸
術
文
化
祭
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
百
八
十
四
条
に
規
定
す
る
教

育
委
員
会
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
事
務
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四 

文
化
財
の
指
定
及
び
解
除
に
関
す
る
こ
と
。 

 

五 

文
化
財
の
調
査
、
保
存
、
管
理
及
び
活
用
に
関
す
る
こ
と
。 

 

六 

文
化
財
保
護
と
開
発
事
業
と
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

 

七 

美
術
的
銃
砲
刀
剣
類
の
審
査
及
び
登
録
に
関
す
る
こ
と
。 

 

八 

ユ
ネ
ス
コ
活
動
に
関
す
る
こ
と
。 

 

九 

文
化
団
体
及
び
文
化
財
保
護
関
係
団
体
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十 

博
物
館
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
一 

埼
玉
県
文
化
財
保
護
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
二 

埼
玉
県
美
術
作
品
取
得
基
金
に
関
す
る
こ
と
（
基
金
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。 

 

十
三 

県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
、
県
立
史
跡
の
博
物
館
、
県
立
近
代
美
術
館
、
県
立
自
然



と
川
の
博
物
館
（
県
立
川
の
博
物
館
を
除
く
。
）
及
び
県
立
文
書
館
と
の
連
絡
調
整
に
関
す

る
こ
と
。 

 
十
四 

さ
い
た
ま
文
学
館
及
び
県
立
川
の
博
物
館
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
五 
市
町
村
支
援
部
部
付
及
び
市
町
村
支
援
部
副
参
事
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

第
二
十
一
条
第
一
項
の
表
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

 

「 

        

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

   

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
立
学
校 

人
事
課 

学
校
評 

価
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
学
校
評
価
制

度
及
び
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に

係
る
施
策
の
企
画
、
調
整
及
び
推

進
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
特
に
指

定
さ
れ
た
事
項
を
掌
理
し
、
そ
の

事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
職
員
を

指
揮
監
督
す
る
と
と
も
に
、
課
長

を
助
け
、
当
該
事
務
を
総
括
整
理

す
る
。 

「 

「 

」 

」 

県
立
学
校

人
事
課 

学
校
評 

価
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
学
校
評
価
制

度
及
び
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に

係
る
施
策
の
企
画
、
調
整
及
び
推

進
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
特
に
指

定
さ
れ
た
事
項
を
掌
理
し
、
そ
の

事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
職
員
を

指
揮
監
督
す
る
と
と
も
に
、
課
長

を
助
け
、
当
該
事
務
を
総
括
整
理

す
る
。 

生
涯
学
習 

推
進
課 

地
域
教 

育
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
学
校
と
地
域

と
の
連
携
に
関
す
る
事
務
で
特
に

指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌
理
し
、
そ

の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
職
員

を
指
揮
監
督
す
る
と
と
も
に
、
課

長
を
助
け
、
当
該
事
務
を
総
括
整

理
す
る
。 

高
校
教
育
指
導
課
、
生

徒
指
導
課
、
保
健
体
育

課
、
特
別
支
援
教
育

課
、
義
務
教
育
指
導

課
、
家
庭
地
域
連
携
課

及
び
人
権
教
育
課 

主

席

指

導
主
事 

上
司
の
命
を
受
け
、
指
導
主
事
が
行
う
事
務
に
従
事

す
る
と
と
も
に
、
当
該
事
務
の
総
括
の
事
務
に
従
事

す
る
。 

主

任

指

導
主
事 

上
司
の
命
を
受
け
、
指
導
主
事
の
事
務
で
相
当
高
度

の
知
識
、
経
験
等
を
必
要
と
す
る
困
難
な
も
の
に
従

事
す
る
。 

主

席

社

会

教

育

主
事 

上
司
の
命
を
受
け
、
社
会
教
育
主
事
が
行
う
事
務
に

従
事
す
る
と
と
も
に
、
当
該
事
務
の
総
括
の
事
務
に

従
事
す
る
。 

生
涯
学
習
文
化
財
課 

上
司
の
命
を
受
け
、
社
会
教
育
主
事
の
事
務
で
相
当

高
度
の
知
識
、
経
験
等
を
必
要
と
す
る
困
難
な
も
の

に
従
事
す
る 

社

会

教

育

主

事

補 

上
司
の
命
を
受
け
、
社
会
教
育
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
二
百
七
号
）
第
九
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す

る
職
務
に
従
事
す
る
。 

主

任

社

会

教

育

主
事 

家
庭
地
域
連
携
課
、
生

涯
学
習
文
化
財
課
及

び
人
権
教
育
課 



       

中
「 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

    

「 

                 

を 

「 

」 

高
校
教
育
指
導
課
、
生

徒
指
導
課
、
保
健
体
育

課
、
特
別
支
援
教
育

課
、
義
務
教
育
指
導

課
、
生
涯
学
習
推
進
課

及
び
人
権
教
育
課 

主

席

指

導
主
事 

上
司
の
命
を
受
け
、
指
導
主
事
が
行
う
事
務
に
従
事

す
る
と
と
も
に
、
当
該
事
務
の
総
括
の
事
務
に
従
事

す
る
。 

主

任

指

導
主
事 

上
司
の
命
を
受
け
、
指
導
主
事
の
事
務
で
相
当
高
度

の
知
識
、
経
験
等
を
必
要
と
す
る
困
難
な
も
の
に
従

事
す
る
。 

主

席

社

会

教

育

主
事 

上
司
の
命
を
受
け
、
社
会
教
育
主
事
が
行
う
事
務
に

従
事
す
る
と
と
も
に
、
当
該
事
務
の
総
括
の
事
務
に

従
事
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
社
会
教
育
主
事
の
事
務
で
相
当

高
度
の
知
識
、
経
験
等
を
必
要
と
す
る
困
難
な
も
の

に
従
事
す
る
。 

社

会

教

育

主

事

補 

上
司
の
命
を
受
け
、
社
会
教
育
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
二
百
七
号
）
第
九
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す

る
職
務
に
従
事
す
る
。 

主

任

社

会

教

育

主
事 

生
涯
学
習
推
進
課
及

び
文
化
資
源
課 

生
涯
学
習
推
進
課
、
文

化
資
源
課
及
び
人
権

教
育
課 

高
校
教
育
指
導
課
、
生

徒
指
導
課
、
保
健
体
育

課
、
特
別
支
援
教
育

課
、
義
務
教
育
指
導

課
、
家
庭
地
域
連
携
課

及
び
人
権
教
育
課 

主

席

指

導
主
事 

上
司
の
命
を
受
け
、
指
導
主
事
が
行
う
事
務
に
従
事

す
る
と
と
も
に
、
当
該
事
務
の
総
括
の
事
務
に
従
事

す
る
。 

主

任

指

導
主
事 

上
司
の
命
を
受
け
、
指
導
主
事
の
事
務
で
相
当
高
度

の
知
識
、
経
験
等
を
必
要
と
す
る
困
難
な
も
の
に
従

事
す
る
。 

主

席

社

会

教

育

主
事 

上
司
の
命
を
受
け
、
社
会
教
育
主
事
が
行
う
事
務
に

従
事
す
る
と
と
も
に
、
当
該
事
務
の
総
括
の
事
務
に

従
事
す
る
。 

生
涯
学
習
文
化
財
課 

上
司
の
命
を
受
け
、
社
会
教
育
主
事
の
事
務
で
相
当

高
度
の
知
識
、
経
験
等
を
必
要
と
す
る
困
難
な
も
の

に
従
事
す
る
。 

社

会

教

育

主

事

補 

上
司
の
命
を
受
け
、
社
会
教
育
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
二
百
七
号
）
第
九
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す

る
職
務
に
従
事
す
る
。 

主

任

社

会

教

育

主
事 

家
庭
地
域
連
携
課
、
生

涯
学
習
文
化
財
課
及

び
人
権
教
育
課 

」 



に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
埼
玉
県
社
会
教
育
委
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

２ 

埼
玉
県
社
会
教
育
委
員
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
九
条
中
「
埼
玉
県
教
育
局
市
町
村
支
援
部
生
涯
学
習
文
化
財
課
」
を
「
埼
玉
県
教
育
局
市

町
村
支
援
部
生
涯
学
習
推
進
課
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
文
化
財
保
護
審
議
会
規
則
の
一
部
改
正
） 

３ 

埼
玉
県
文
化
財
保
護
審
議
会
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
六
条
中
「
埼
玉
県
教
育
局
市
町
村
支
援
部
生
涯
学
習
文
化
財
課
」
を
「
埼
玉
県
教
育
局
市

町
村
支
援
部
文
化
資
源
課
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
生
涯
学
習
審
議
会
規
則
の
一
部
改
正
） 

４ 

埼
玉
県
生
涯
学
習
審
議
会
規
則
（
平
成
四
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
五
条
中
「
埼
玉
県
教
育
局
市
町
村
支
援
部
生
涯
学
習
文
化
財
課
」
を
「
埼
玉
県
教
育
局
市

町
村
支
援
部
生
涯
学
習
推
進
課
」
に
改
め
る
。 

 



規

則 

埼
玉
県
立
近
代
美
術
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
近
代
美
術
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
立
近
代
美
術
館
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
た
だ
し
」
の
下
に
「
、
教
育
主
幹
」
を
加
え
、
同
項
の
表

副
館
長
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
二
十
一
条
第
二
項
の
表
主
席
学
芸
主
幹
の
項
中
「
博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百

八
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
」
を
「
法
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 

教
育
主
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
務
以
外
の
事
務

で
、
特
に
困
難
な
も
の
に
従
事
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
職
員

を
指
揮
監
督
す
る
。 



 

規  則 

 埼玉県公安委員会の権限に属する事務の委任に関する規則及び埼玉県暴力団排除条例施行規

則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成30年３月23日 

                     埼玉県公安委員会委員長 松 本 輝 夫 

埼玉県公安委員会規則第４号 

   埼玉県公安委員会の権限に属する事務の委任に関する規則及び埼玉県暴力団排除条 

   例施行規則の一部を改正する規則 

 （埼玉県公安委員会の権限に属する事務の委任に関する規則の一部改正） 

第１条 埼玉県公安委員会の権限に属する事務の委任に関する規則（平成４年埼玉県公安委員 

 会規則第５号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「法」を「法令」に改める。 

  第３条に次の１項を加える。 

 ４ 公安委員会は、埼玉県暴力団排除条例（平成23年埼玉県条例第39号）第30条第２項の規 

  定に基づき、埼玉県暴力団排除条例第30条第１項の規定による命令を警察署長に委任する。 

 （埼玉県暴力団排除条例施行規則の一部改正） 

第２条 埼玉県暴力団排除条例施行規則（平成23年埼玉県公安委員会規則第４号）の一部を次

 のように改正する。 

  第11条第１項中「第30条」を「第30条第１項」に改める。 

  第11条第２項を削り、第３項中「第１項」を「前項」に改め、同項を同条第２項とする。 

  様式第10号（１面）を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第10号（第11条関係） 

（１面） 

                                 

           第    号 

 

          年  月  日      

                  

中  止  命  令  書 

                                  

           殿    

 

                                       

                                     印  

             

命令を受ける者 

本 （ 国 ） 籍  

住 所  

氏 名  

生 年 月 日  

                  

 前記の者に対し、埼玉県暴力団排除条例（平成23年埼玉県条例第39号）第30条第１項の

規定により、次のとおり命令する。            

 

記 

 

命 令 の 内 容 

 

 

 



 

  様式第11号中「第11条第３項」を「第11条第２項」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 



規 
 

則 

 
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 

紀 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
九
〇 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
一
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
及
び
歯
科
医
師
の
職
（
本
庁
の
課
長
以
上
の
職
及
び
こ
れ
ら
に

相
当
す
る
職
を
除
く
。
）
」
を
「
、
歯
科
医
師
、
臨
床
心
理
、
通
訳
、
犯
罪
鑑
識
、
音
楽
隊
員
、

交
通
技
術
、
建
築
及
び
自
動
車
整
備
士
の
職
（
本
庁
の
課
長
以
上
の
職
及
び
こ
れ
ら
に
相
当
す
る

職
を
除
く
。
）
（
建
築
の
職
に
あ
つ
て
は
、
警
察
本
部
に
置
か
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
改
め

る
。 

 

別
表
第
五
選
考
の
対
象
と
な
る
職
に
、
「
三
十
五 
児
童
福
祉
司
の
職
」
及
び
「
三
十
六 

自

動
車
整
備
士
の
職
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

 
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 

紀 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
七
―
三
〇 

 
 

 

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
七
―
四
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
中
「
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
官
職
に
正
式
に
採
用
さ
れ
て
い
た
者
又
は
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
埼
玉
県
以
外
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
の
職

に
正
式
に
採
用
さ
れ
て
い
た
者
で
あ
っ
て
、
引
き
続
き
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
」

を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 

一 

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
官
職
に
正
式
に
採
用
さ
れ
て
い
た
者
又
は
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
埼
玉
県
以
外
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
の

職
に
正
式
に
採
用
さ
れ
て
い
た
者
で
あ
っ
て
、
引
き
続
き
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の 

 

二 

医
師
と
し
て
採
用
さ
れ
た
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
採
用
前
に
二
年
以
上
の
医
業
に
従
事
し

た
経
歴
を
有
す
る
も
の 

 

第
六
条
第
二
項
中
「
法
」
を
「
公
益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
埼
玉
県
町
村
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

社
会
福
祉
法
人
桜
楓
会
」 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

別
表
第
二
中
「
埼
玉
県
町
村
会
」
を 

 

に
改
め
る
。 



訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号 

埼
玉
県
教
育
局 

県
立
教
育
機
関 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県

教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
八
条
第
一
項
中
「
学
校
評
価
幹
」
の
下
に
「
、
地
域
教
育
幹
」
を
加
え
る
。 

 

別
表
第
二
市
町
村
支
援
部
の
表
義
務
教
育
指
導
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

       

別
表
第
二
市
町
村
支
援
部
の
表
生
涯
学
習
文
化
財
課
の
項
中
「
生
涯
学
習
文
化
財
課
」
を
「
文

化
資
源
課
」
に
改
め
、
同
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
五
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

生

涯

学

習

推

進
課 

 

社
会
教
育
主

事
の
資
格
認
定

を
行
う
こ
と
。 

 
 

手
続
法
第
五

条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
審

査
基
準
を
定
め

る
こ
と
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
特
例
認

定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
特
例
認
定
が
失
効
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
科
学
芸
術
学
際
研
究
所
Ｉ
Ｓ
Ｔ
Ａ 

二 

代
表
者
の
氏
名 

高
木 

隆
司 

三 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
朝
霞
市
北
原
二
丁
目
五
番
二
十
八
号 
鈴
木
第
二
ビ
ル
二
一
一 

四 

失
効
日 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
十
七
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
十
八
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
一
部
解
除

す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

要
措
置
区
域
と
し
て
の
指
定
を
解
除
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
坂
戸
市
け
や
き
台
九
百
九
十
二
番
一
の
一
部
及
び
九
百
九
十
二
番 

 

三
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

講
じ
ら
れ
た
指
示
措
置
等 

 
 

基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除
去 



 
別図 別図 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
五
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ベ
イ
シ
ア
深
谷
荒
川
店 

 
 

 

埼
玉
県
深
谷
市
荒
川
千
五
十
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア 

代
表
取
締
役 

橋
本
浩
英 

 
 

 
 

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
百
番
地 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア 

代
表
取
締
役 

橋
本
浩
英 

 
 

 
 

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
百
番
地 

外
三
者
未
定 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

平
成
三
十
年
十
一
月
十
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

五
千
四
百
三
十
二
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

二
六
〇
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
六
〇
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

二
〇
二
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

六
一
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 



 
 

 
 

株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア 

午
前
八
時
か
ら
午
後
九
時 

 
 

 
 

未
定
（
テ
ナ
ン
ト
Ａ
） 

午
前
八
時
か
ら
翌
午
前
零
時 

 
 

 
 

未
定
（
テ
ナ
ン
ト
Ｂ
） 

午
前
八
時
か
ら
翌
午
前
零
時 

 
 

 
 

未
定
（
テ
ナ
ン
ト
Ｃ
） 

午
前
八
時
か
ら
翌
午
前
零
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
零
時
三
十
分 

 
 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 
六
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
三
十
年
三
月
九
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
三
十
年
七
月
二
十
三
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
三
十
年
七
月
二
十
三
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号 

 
平
成
二
十
五
年
埼
玉
県
病
害
虫
防
除
所
長
告
示
第
一
号
（
肥
料
取
締
法
に
基
づ
く
肥
料
の
施
用

上
の
注
意
等
の
表
示
命
令
に
つ
い
て
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
害
虫
防
除
所
長 

須 

永 

真
理
子 

 

表
の
第
一
欄
４
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
の
ア
、
イ
又
は
ウ
に
定
め
る
ほ
乳
動
物
由
来
た
ん
白
質
、
家
き
ん
由
来
た

 

ん
白
質
又
は
魚
介
類
由
来
た
ん
白
質
」

 
「
に
定
め
る
動
物
由
来
た
ん
白
質
で
あ
っ
て
、
同
⑴
の

 

表
の
第
２
欄
に
定
め
る
確
認
済
ゼ
ラ
チ
ン
等
以
外
の
も
の
」

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
七
号 

 
平
成
二
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
百
六
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
三
十
年
三
月
九
日
終

了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
さ
い
た
ま
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
八
号 

 
平
成
二
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
十
三
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
三
十
年
三
月
十

四
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
大
宮
国
道
事
務
所
か
ら

通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号 

 
平
成
二
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
十
二
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
三
十
年
三
月
十

五
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
美
里
町
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
号 

 
平
成
二
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
八
百
九
十
六
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
三
十
年
三
月

十
五
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
吉
川
市
吉
川
中
央
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
通
知
を

受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
一
号 

 
平
成
二
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
号
で
公
示
し
た
基
本
測
量
は
、
平
成
三
十
年
三
月

七
日
終
了
し
た
旨
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号 

 
埼
玉
県
開
発
登
録
簿
閲
覧
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 
 

 

埼
玉
県
開
発
登
録
簿
閲
覧
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

埼
玉
県
開
発
登
録
簿
閲
覧
規
程
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
九
十
九
号
）
の
一
部
を 

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
（
東
松
山
駐
在
）
内
の
項
中
「
比
企
郡
滑
川
町
、
鳩
山

町
」
を
「
比
企
郡
鳩
山
町
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四

十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
七
十
五
号
で
告
示
し
た
入
間
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

入
間
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

入
間
都
市
計
画
下
水
道
事
業
入
間
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
四
十
六
年
三
月
十
二
日
か
ら 

 
 

平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

分
流
区
域 

 
 

⑴ 

汚
水 

 
 

 

㈠ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 

変
更
な
し 

 
 

 

㈡ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 

昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
七
十
五
号
、
昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
百 

 
 

 
 

六
十
二
号
、
昭
和
五
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
九
十
七
号
、
昭
和
五
十
三
年
埼
玉
県 

 
 

 
 

告
示
第
二
百
十
号
、
昭
和
五
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
六
号
、
昭
和
五
十
八
年 

 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
六
十
六
号
、
昭
和
五
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
一
号
、
昭
和
六 

 
 

 
 

十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
九
十
五
号
、
平
成
元
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
号
、
平 

 
 

 
 

成
三
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
九
十
号
、
平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
一
号
、
平
成 

 
 

 
 

八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
九
十
三
号
、
平
成
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
八
十
四
号
、 

 
 

 
 

平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
七
十
一
号
、
平
成
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
号
、 

 
 

 
 

平
成
二
十
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
号
、
平
成
二
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
八 

 
 

 
 

号
の
事
業
地
の
う
ち
、
入
間
市
向
陽
台
二
丁
目
地
内
に
お
い
て
、
事
業
地
を
変
更
す
る
。 

 
 

⑵ 

雨
水 

 
 

 

㈠ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 

変
更
な
し 

 
 

 

㈡ 

使
用
の
部
分 



 
 

 
 

 

変
更
な
し 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号 

 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土

地
区
画
整
理
事
業
の
終
了
に
つ
い
て
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

三
島
開
発
株
式
会
社 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
九
月
八
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

施
行
地
区 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
上
伊
草
字
三
島
及
び
字
堤
外
蔵
主
、
大
字
中
山
字
一
楽
の
各
一

 

部 

四 

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称 

 
 

川
越
都
市
計
画
事
業
三
島
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業 

五 

施
行
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
七
年
九
月
八
日 

六 

終
了
の
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日 



告

示 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

澤 
 

 

隆 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

一
般
国
道 

二 

路 

線 

名 

三
百
五
十
四
号 

三 

道
路
の
区
域 

 



 

新
Ｂ 

新
Ａ 

旧
Ａ 

旧 
新 
別 

加
須
市
柳
生
字
小
屋
口
一
六
五
六
番

一
地
先
か
ら 

同
市
柏
戸
字
谷
城
一
四
五
〇
番
一
地

先
ま
で 

加
須
市
柳
生
字
下
宿
二
五
〇
〇
番
一

地
先
か
ら 

同
市
柏
戸
字
谷
城
一
四
五
〇
番
一
地

先
ま
で 

区 
 

 

間 

一
一
・
五
〇
～ 

 
 

 

四
五
・
〇
〇 

七
・
九
〇
～ 

 
 

 

八
四
・
五
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
九
九
六
・
〇
〇 

四
〇
七
二
・
〇
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

道
路
改
良
工
事 

旧
道
の
一
部
は
、
加
須
市
に
引
き
継
ぐ

予
定
。 

備 
 

 

考 

 



告

示 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

澤 
 

 

隆 
 

 
 

 



 

三
百
五
十
四
号 

路 

線 

名 

加
須
市
柳
生
字
小
屋
口
一
六
五
六

番
一
地
先
か
ら 

同
市
柏
戸
字
八
幡
一
二
一
五
番
一

地
先
ま
で 供

用
開
始
の
区
間 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
四
日 

（
午
後
三
時
） 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
付
け
行
田
県
土

整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号
で
告
示
し
た
道

路
予
定
区
域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
一
九
七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

備 
 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
四
号 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
一
日
現
在
の
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四

条
第
一
項
、
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第

一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数

の
五
十
分
の
一
の
数
、
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の

一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
四
十
万

を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
及
び
三
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 
 

 
 

一 

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数 

一
二
二
、
一
五
〇
人 

二 

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る

者
の
総
数
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数 

八
六
三
、
四
三
二
人 

三 

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ

の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
） 

 
 

 

選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

数 

 

南
第
一
区 

草
加
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
八
、
二
九
五
人 

 

南
第
二
区 

川
口
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
四
六
、
六
一
〇
人 

 

南
第
三
区 

さ
い
た
ま
市
西
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
四
、
六
四
二
人 

 

南
第
四
区 

さ
い
た
ま
市
北
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
〇
、
二
六
五
人 

 

南
第
五
区 

さ
い
た
ま
市
大
宮
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
二
、
四
三
一
人 

 

南
第
六
区 

さ
い
た
ま
市
見
沼
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
四
、
七
七
七
人 

 

南
第
七
区 

さ
い
た
ま
市
中
央
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
七
、
五
八
四
人 

 

南
第
八
区 

さ
い
た
ま
市
桜
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
六
、
四
〇
〇
人 

 

南
第
九
区 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
三
、
八
二
五
人 

 

南
第
十
区 

さ
い
た
ま
市
南
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
〇
、
七
五
五
人 



 

南
第
十
一
区 

さ
い
た
ま
市
緑
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
三
、
二
九
七
人 

 

南
第
十
二
区 

さ
い
た
ま
市
岩
槻
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
一
、
三
七
〇
人 

 
南
第
十
三
区 

上
尾
市
・
伊
奈
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七
五
、
六
九
二
人 

 

南
第
十
四
区 

桶
川
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
一
、
二
二
四
人 

 

南
第
十
五
区 

北
本
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
九
、
二
一
四
人 

 

南
第
十
六
区 
鴻
巣
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
三
、
五
二
三
人 

 

南
第
十
七
区 

志
木
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
〇
、
八
一
一
人 

 

南
第
十
八
区 

新
座
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
五
、
四
六
八
人 

 

南
第
十
九
区 

蕨
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
九
、
九
四
一
人 

 

南
第
二
十
区 

戸
田
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
六
、
二
〇
二
人 

 

南
第
二
十
一
区 

朝
霞
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
七
、
五
四
二
人 

 

南
第
二
十
二
区 

和
光
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
二
、
一
七
〇
人 

 

西
第
一
区 

所
沢
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
六
、
四
二
〇
人 

 

西
第
二
区 

入
間
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
一
、
六
八
一
人 

 

西
第
三
区 

飯
能
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
二
、
八
九
一
人 

 

西
第
四
区 

狭
山
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
三
、
二
九
三
人 

 

西
第
五
区 

ふ
じ
み
野
市
・
三
芳
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
一
、
七
三
〇
人 

 

西
第
六
区 

富
士
見
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
三
〇
、
五
五
八
人 

 

西
第
七
区 

川
越
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
七
、
二
五
八
人 

 

西
第
八
区 

日
高
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
、
六
九
五
人 

 

西
第
九
区 

毛
呂
山
町
・
越
生
町
・
鳩
山
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
七
、
四
三
八
人 

 

西
第
十
区 

坂
戸
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
七
、
八
五
二
人 

 

西
第
十
一
区 

鶴
ケ
島
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
九
、
五
〇
六
人 

 

西
第
十
二
区 

東
松
山
市
・
川
島
町
・
吉
見
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
六
、
六
六
二
人 

 

西
第
十
三
区 

滑
川
町
・
嵐
山
町
・
小
川
町
・
と
き
が
わ
町 

 
 

 
 

 

二
二
、
三
七
一
人 

 

北
第
一
区 

秩
父
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
八
、
〇
二
五
人 

 

北
第
二
区 

横
瀬
町
・
皆
野
町
・
長

町
・
小
鹿
野
町
・
東
秩
父
村 

 
 

一
一
、
六
三
二
人 

 

北
第
三
区 

本
庄
市
・
神
川
町
・
上
里
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
四
、
〇
四
二
人 

 

北
第
四
区 

深
谷
市
・
美
里
町
・
寄
居
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
二
、
八
〇
一
人 

 

北
第
五
区 

熊
谷
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
五
、
七
四
六
人 

 

東
第
一
区 

行
田
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
三
、
一
九
三
人 

 

東
第
二
区 

羽
生
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
、
三
九
三
人 

 

東
第
三
区 

加
須
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
一
、
九
七
八
人 

 

東
第
四
区 

久
喜
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
三
、
四
五
五
人 



 

東
第
五
区 

蓮
田
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
七
、
六
六
六
人 

 

東
第
六
区 

白
岡
市
・
宮
代
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
四
、
四
〇
七
人 

 
東
第
七
区 

春
日
部
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
六
、
七
八
五
人 

 

東
第
八
区 

越
谷
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
三
、
九
〇
五
人 

 

東
第
九
区 
八
潮
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
四
、
一
九
一
人 

 

東
第
十
区 

三
郷
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
八
、
五
四
〇
人 

 

東
第
十
一
区 

幸
手
市
・
杉
戸
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
七
、
六
七
七
人 

 

東
第
十
二
区 

吉
川
市
・
松
伏
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
七
、
七
三
〇
人 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
五
号 

 
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項

第
二
号
（
他
の
政
令
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
不
在
者

投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 
 

 
 

  

老
人
ホ
ー
ム 

種 
 

別 

社
会
福
祉
法
人
梨
花
の
里 

 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム 

心
の
里 施

設
の
開
設
主
体
及
び
名
称 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里
町
大
字
七
本
木

四
百
二
十
番
地 

所 
 

在 
 

地 



告 
 

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
六
号 

 
平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
七
日
執
行
の
埼
玉
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
南
第
五
区 

さ
い
た
ま

市
大
宮
区
）
に
つ
き
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
八
十
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
、
同
法
第
百
九

十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 
 

 
 



公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨 

 

 

１ 選挙の種類  平成２９年８月２７日執行  埼玉県議会議員補欠選挙（南第５区 さいたま市大

宮区） 

 

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額） 

                                               １１，９７５，６００ 円 

 

３ 報告書の要旨 



候補者氏名 石川　康仁 所属党派 8月1日から

出納責任者氏名 8月31日まで

収入 支出

主たる寄附

ジャーナリスト 18,000 円 人件費 0 円

家屋費 0 円

選挙事務所費 0 円

集合会場費 0 円

通信費 0 円

交通費 0 円

印刷費 421,000 円

広告費 28,000 円

文具費 0 円

食糧費 0 円

休泊費 0 円

雑費 0 円

その他の寄附 1件 10,000 円

その他の収入 50,000 円

今回計 78,000 円 今回計 449,000 円

総計 78,000 円 総計 449,000 円

396,000 円

396,000 円

(職業) (寄附額)（氏名・団体名）

項　　目

支出のうち公費負担相当額

期間

石川　康仁

無所属・無党派

報告書受理年月日

金　　額

 ポスターの作成

平成29年9月4日 第１回報告分

計

第１回分 



候補者氏名 竹腰　連 所属党派 8月8日から

出納責任者氏名 9月5日まで

収入 支出

主たる寄附

日本共産党さいたま地区委員会 469,982 円 人件費 0 円

家屋費 27,000 円

選挙事務所費 27,000 円

集合会場費 0 円

通信費 24,300 円

交通費 0 円

印刷費 598,154 円

広告費 139,980 円

文具費 0 円

食糧費 96,781 円

休泊費 0 円

雑費 13,927 円

今回計 469,982 円 今回計 900,142 円

総計 469,982 円 総計 900,142 円

430,160 円

430,160 円

(職業) (寄附額)（氏名・団体名）

項　　目

支出のうち公費負担相当額

期間

梁瀬　真奈美

日本共産党

報告書受理年月日

金　　額

 ポスターの作成

平成29年9月8日 第１回報告分

計

第１回分 



候補者氏名 西山　晃一 所属党派 8月16日から

出納責任者氏名 9月6日まで

収入 支出

主たる寄附

小澤　栄 無職 30,000 円 人件費 422,400 円

西坂　信 自営業 30,000 円 家屋費 105,000 円

選挙事務所費 105,000 円

集合会場費 0 円

通信費 19,283 円

交通費 0 円

印刷費 620,750 円

広告費 469,152 円

文具費 3,862 円

食糧費 57,433 円

休泊費 0 円

雑費 13,528 円

その他の寄附 21件 195,000 円

その他の収入 1,246,408 円

今回計 1,501,408 円 今回計 1,711,408 円

総計 1,501,408 円 総計 1,711,408 円

210,000 円

210,000 円

(職業) (寄附額)（氏名・団体名）

項　　目

支出のうち公費負担相当額

期間

正田　昌睛

民進党

報告書受理年月日

金　　額

 ポスターの作成

平成29年9月11日 第１回報告分

計

第１回分 



候補者氏名 藤井　健志 所属党派 7月30日から

出納責任者氏名 9月7日まで

収入 支出

主たる寄附

藤和会 1,585,976 円 人件費 0 円

家屋費 136,200 円

選挙事務所費 136,200 円

集合会場費 0 円

通信費 0 円

交通費 0 円

印刷費 977,832 円

広告費 189,000 円

文具費 10,312 円

食糧費 100,923 円

休泊費 102,900 円

雑費 68,809 円

今回計 1,585,976 円 今回計 1,585,976 円

総計 1,585,976 円 総計 1,585,976 円

734,832 円

734,832 円

報告書受理年月日

金　　額

 ポスターの作成

平成29年9月11日 第１回報告分

計

(職業) (寄附額)（氏名・団体名）

項　　目

支出のうち公費負担相当額

期間

中澤　俊一

オール大宮

第１回分 



告 
 

示 

埼
玉
県
監
査
委
員
告
示
第
三
号 

 
埼
玉
県
監
査
委
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日 

埼
玉
県
監
査
委
員 

山 

本 

光 

紀 
 

 
 

埼
玉
県
監
査
委
員 

佐 

野 

勝 

正 

埼
玉
県
監
査
委
員 

岩 

﨑 
 

 

宏 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

石 

井 

平 

夫 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

埼
玉
県
監
査
委
員
規
程
（
平
成
三
年
埼
玉
県
監
査
委
員
告
示
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
二
項
中
「
及
び
第
二
百
条
第
五
項
」
を
「
、
第
二
百
条
第
五
項
及
び
第
二
百
条
の
二

第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



雑

報 

 
普
通
肥
料
の
検
査
結
果
の
公
表
に
関
す
る
告
示 

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

普
通
肥
料
の
検
査
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日 

埼
玉
県
病
害
虫
防
除
所
長 

須 

永 

真
理
子 

 
 



 平成２９年１１月分 

肥料の種類等 保証票添付者 肥料の名称 

検   査   の   概   要 

備 考 分  析  結  果 保証票 

の検査 

その他 

の検査 項  目 指摘事項 

乾燥菌体肥料 小岩井乳業株式会社 ＫＩＷ００７ ＴＮ、ＴＰ、ＴＫ、Ｃｄ     

混合有機質肥料 千成産業株式会社 混合有機質３号 ＴＮ、ＴＰ、ＴＫ、Ｃｄ、Ａｓ     

米ぬか油かす及びその

粉末 
ボーソー油脂株式会社 ５．５米ぬか油かす粉

末 

ＴＮ、ＴＰ、ＴＫ     

米ぬか油かす及びその

粉末 
株式会社岡安商店 ２．０抽出米ぬか油か

す粉末 

ＴＮ、ＴＰ、ＴＫ     

注１ 分析検査及びその他検査の欄は、検査対象荷口全体の肥料を代表しうるように必要袋数（ばらの場合には、必要部位数）を抽出し、混合した試料１点に

ついて検査した結果である。 

 ２ 分析検査項目に係る指摘事項は、分析値と規格・基準値又は表示値とを比較した結果である。 

 ３ 分析項目の略号は、次のとおりである。 ＴＮ－窒素全量、ＴＰ－りん酸全量、ＴＫ－加里全量、ＡＬ－アルカリ分、Ｃｄ－カドミウム、Ａｓ－ひ素 

  



 平成２９年１２月分 

肥料の種類等 保証票添付者 肥料の名称 

検   査   の   概   要 

備 考 分  析  結  果 保証票 

の検査 

その他 

の検査 項  目 指摘事項 

消石灰 秩父石灰工業 

株式会社 

最上特選消石灰 ＡＬ     

アグリ７２ ＡＬ     

顆粒消石灰 ＡＬ     

特製消石灰 ＡＬ     

消石灰 岩水石灰工業 

株式会社 

60.0消石灰 ＡＬ     

消石灰 菱光石灰工業 

株式会社 

ネオショットＲＸ ＡＬ     

消石灰 村樫石灰工業 

株式会社 

７２粒状消石灰 ＡＬ     

注１ 分析検査及びその他検査の欄は、検査対象荷口全体の肥料を代表しうるように必要袋数（ばらの場合には、必要部位数）を抽出し、混合した試料１点に

ついて検査した結果である。 

 ２ 分析検査項目に係る指摘事項は、分析値と規格・基準値又は表示値とを比較した結果である。 

 ３ 分析項目の略号は、次のとおりである。 ＡＬ－アルカリ分 
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あ
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で
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り
、
他
の
品
種
に
よ
る

代
替
も
可
能
で
あ
る
た
め
、
奨
励
品
種
か
ら
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す
る
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